
●夜間急病センター等複合施設（ＷＥＳＴ19）のオープンについて 

 

 平成１４年８月から，中央区大通西１９丁目に建設を進めてきました夜間急病センタ

ー等複合施設（愛称：ＷＥＳＴ19）が，このほど完成しました。 

 この施設は，夜間急病センター，保健所，精神保健福祉センター及び地域生活支援セ

ンターが入った複合施設であり，本市の新しい保健・医療・福祉の拠点施設になります。 
※ ＷＥＳＴ19 とは 

  ＷＥＳＴは西の意味で，所在地（大通西 19 丁目）を表します。また，Welfare（福

祉），Emergency（救急），Sanitation（公衆衛生），Tenderness（優しさ）などの頭文

字をイメージしています。 

 

【施設の概要】 
１ ４施設の名称 

  ・ 札幌市夜間急病センター 

  ・ 札幌市保健所 

  ・ 札幌市精神保健福祉センター 

（愛称：札幌こころのセンター〔公募により決定〕） 

  ・ 地域生活支援センターさっぽろ 

 

２ 所在地 

  中央区大通西１９丁目（札幌市技能訓練会館の跡地） 

 

３ 構造 

  鉄骨鉄筋コンクリート造 地上５階地下１階建 

 

４ 面積等 

敷地面積：２，７２４㎡ 

建物延床面積：８，１９９㎡ 

  

５ 各階の配置 

階 施 設 内 容 

５ 階 地域生活支援センター，体育館（兼講堂） 

４ 階 精神保健福祉センター 

３ 階 保健所 

２ 階  夜間急病センター，共用会議室・研修室・図書室 

１ 階 夜間急病センター 

地下１階 駐車場 

 



 ６ 各施設の内容 

  ?  札幌市夜間急病センター 

    腹痛や発熱など，夜間における急病患者の応急処置を行います。 
    診療科目に眼科を追加するほか，小児科においては患者さんの集中する土・

日・祝日の準夜帯（１９時～２４時）に医師を増員するなど，診療機能の強化を

行います。さらに，より迅速で的確な診断を行うことができるようＣＴを新たに

導入します。 
    施設についても，待合ロビーを拡充し，診察室を増設するほか，授乳室も備え

るなどの充実を図っています。 
    なお，運営は札幌市医師会が行います。 
   〔診療科目・時間〕 
    内科・小児科   １９時～翌朝７時（年中無休） 
    耳鼻咽喉科・眼科 １９時～２３時（年中無休） 
  

?  札幌市保健所 
    保健所は，公衆衛生行政の専門的・技術的拠点としての役割を果たしています。 

    結核やエイズなど感染症対策のほか，医務・薬事に関する許認可や監視指導，

また，食中毒など食品が原因となる健康被害の予防，さらに，旅館，公衆浴場，

理・美容所等の環境衛生施設の許認可，立入検査など，市民が安心して安全な生

活を送れるようチェックしています。 

    また，各区保健センターや関係機関等と密接な連携をとって疾病予防や健康づ

くりの支援も行っています。 

 
  ?  札幌市精神保健福祉センター（愛称：札幌こころのセンター） 
    市民の心の健康の保持増進や，精神障がいの予防，社会復帰への援助を行う総

合的技術センターです。 

    思春期，ひきこもり等の特定相談を行うほか，心の悩みや，病についての相談

に従事する人や専門機関・学校などに対し，研修やコンサルテーション，情報提

供を行います。 

 

  ?  地域生活支援センターさっぽろ 

    地域で生活する精神障がいのある方を対象に，相談，助言を通じた日常生活の

援助や交流活動を行い，自立と社会参加を目指します。 

    また，市内の精神障害者地域生活支援センターとの連絡調整や情報提供も行い

ます。 

    なお，運営は札幌市精神障害者家族連合会（ＮＰＯ法人）が行います。 

 

７ 施設の特徴 
  ?  お年寄りや身体の不自由な方にも利用しやすい施設 

    施設全体で段差をなくした構造を採用し，バリアフリーに配慮した設計になっ



ています。 
各階に車椅子などに対応可能な多目的トイレを設置し，さらに５階のトイレは

オストメイト対応トイレとしました。 
    アクセス面では，地下鉄西１８丁目駅の１番出口の横にエレベーターを設置す

るとともに，車椅子を使用する方のための駐車場も設けました。 
 
  ?  災害発生時の拠点施設 
    建物を耐震構造としたほか，緊急時に備えて自家発電装置を設けました。 
    また，夜間急病センターの待合ロビーには酸素吸入装置を備え，ロビーの椅子

の一部をベッドとしても使用できるようにしました。 
 

  ?  保健・医療・福祉関係施設の複合化 

それぞれ相談窓口を有する保健・医療・福祉関係の４つの施設を複合すること

により，相互の連携を強化し，市民サービスの向上を図っています。 

    また，体育館（兼講堂），会議室，図書館等を共用することにより，建設・運

用コストの低減を図っています。 

 

【業務開始日】 

 ・ 札幌市夜間急病センター（西隣から移転） 

   ４月２７日（火） 

 ・ 札幌市保健所（大通をはさんで向かい側から移転） 

   ５月６日（木） 

 ・ 札幌市精神保健福祉センター（大通をはさんで向かい側から移転） 

   ５月６日（木） 

 ・ 地域生活支援センターさっぽろ（新設） 

   ５月１日（土） 

 

【施設の事前公開】 

  報道機関に対しては，４月１９日（月）の午後に施設の事前公開を予定しています

（詳細は，後日改めてご案内します）。 

 

【問い合わせ先】 

・ 札幌市夜間急病センター 

保健福祉局健康衛生部医療調整課  電話 ２１１－２８９３ 

 ・ 札幌市保健所 

   保健福祉局保健所保健管理課  電話 ６２２－５１５１ 

 ・ 札幌市精神保健福祉センター（愛称：札幌こころのセンター） 

   保健福祉局保健福祉部精神保健福祉センター  電話 ６２２－２５６１ 

 ・ 地域生活支援センターさっぽろ 

   保健福祉局保健福祉部障がい福祉課  電話 ２１１－２９３６ 


